
  鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成１９年７月１８日

議会訓令第２号

最終改正 平成３０年１１月１日

（趣旨）

第１条 この訓令は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会（以下「広域連合

議会」という。）の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 広域連合議会の公印は、広域連合議会印及び職印の２種類とする。

（公印の名称及びひな型等）

第３条 公印の名称、ひな型、寸法、字体、使用区分及び個数は、別表のとお

りとする。

  （公印の新調、改刻又は廃止）

第４条 議会事務局総務課長（以下「総務課長」という。）は、公印を新調し、

改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調（改刻、廃止）届（別記様

式）により、議会事務局長の決裁を受けなければならない。

２ 前項の規定による決裁を受けた後、公印を新調し、又は改刻したときは、

直ちに当該公印を議会事務局長に提示しなければならない。

３ 総務課長は、改刻又は廃止により不要となった公印を当該公印を廃止した

日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。

４ 前項の保存期間を経過したものは、焼却又は裁断等の方法により廃棄する

ものとする。

（公印の登録）

第５条 総務課長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳を備え付

けなければならない。

２ 総務課長は、前条第２項の規定により提示した後、直ちに当該公印を公印

台帳に登録しなければならない。

３ 総務課長は、前項に定める場合のほか、公印の名称等の変更により公印台

帳の記載内容を変更する必要が生じたときは、速やかに公印台帳を整備しな

ければならない。



（公印の保管及び使用）

第６条 総務課長は、公印保管の責めに任ずるとともに、その使用は、総務課

長自らの責任において行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについ

ては、事務局の職員の中から、公印取扱責任者（以下「取扱責任者」とい

う。）を指名し、これを行わせることができる。

２ 総務課長（前項に規定する取扱責任者を含む。第４項及び次条において同

じ。）は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよ

う十分注意しなければならない。

３ 総務課長は、公印使用簿を備え付けなければならない。

４ 公印を使用しようとするときは、次条に定めるところにより、総務課長の

承認を受けなければならない。

（公印使用の承認）

第７条 公印を使用しようとするときは、公印を押そうとする決裁文書及びそ

の他の証拠書類に公印使用簿を添え、総務課長に提示して、その承認を受け

なければならない。

２ 総務課長は、公印の使用を差し支えないと認めたときは、公印使用簿に認

印を押さなければならない。

（公印の事故届）

第８条 総務課長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事

故があったときは、直ちに公印事故届により事務局長に届け出なければなら

ない。

（補則）

第９条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長の事務局の

例によるものとする。

附 則

この訓令は、平成１９年７月１８日から施行する。

   附 則（平成２０年２月１８日議会訓令第２号）

１ この訓令は、平成２０年２月１８日から施行する。

２ この訓令の施行の日から平成２０年３月３１日までの間は、この訓令の規

定中「総務課長」とあるのは「事務局次長」とする。



   附 則（平成３０年１１月１日議会訓令第１号）

この訓令は、公布の日から施行する。



別表（第３条関係）

公印の名称 ひな型 寸法

（ﾐﾘﾒｰﾄ

ﾙ）

字体 使用区分 個数

鹿児島県後期高

齢者医療広域連

合議会印

鹿

児

島

県

後

期

高

齢

者

医

療

広

域

連

合

議

会

印

方３７ てん書

体

広域連合議

会名による

公文書用

１

鹿児島県後期高

齢者医療広域連

合議会議長印

鹿

児

島

県

後

期

高

齢

者

医
療
広
域
連
合

議

会

議

長

印

方２８ てん書

体

広域連合議

会議長名に

よる公文書

用

１

鹿児島県後期高

齢者医療広域連

合議会副議長印

鹿

児

島

県

後

期

高

齢

者

医
療
広
域
連
合

議
会
副
議
長
印

方２６ てん書

体

広域連合議

会副議長名

による公文

書用

１

鹿児島県後期高

齢者医療広域連

合議会仮議長印

鹿

児

島

県

後

期

高

齢

者

医
療
広
域
連
合

議
会
仮
議
長
印

方２６ てん書

体

広域連合議

会仮議長名

による公文

書用

１

鹿児島県後期高

齢者医療広域連

合議会事務局長

印

鹿
児
島
県
後
期

高

齢

者

医

療

広
域
連
合
議
会

事

務

局

長

印

方２４ 隷書体 広域連合議

会事務局長

名による公

文書用

１



別記様式（第４条関係）

公印新調（改刻、廃止）届

年  月  日

広域連合議会事務局長 殿

広域連合議会事務局総務課長

鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会の公印について、鹿児島県後期高齢者医療広

域連合議会公印規程第４条第１項の規定により、下記のとおり新調（改刻、廃止）し

たいので届け出ます。

記

区     分 □ 新調   □ 改刻   □ 廃止

新調（改刻、廃止）

する理由

公印の名称

寸   法

（ミリメートル）
ひ  な  型

字     体

使 用 区 分

個     数

備     考

備考 公印のひな型については、別紙添付による場合も可とする。


